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安
全
保
障
会
議
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

安
全
保
障
会
議
設
置
法
の
改
正

（
第
一
条
関
係
）

一

題
名
を
国
家
安
全
保
障
会
議
設
置
法
と
す
る
こ
と
。

二

安
全
保
障
会
議
の
名
称
を
国
家
安
全
保
障
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
と
す
る
こ
と
。

三

会
議
は
、
国
家
安
全
保
障
に
関
す
る
外
交
政
策
及
び
防
衛
政
策
の
基
本
方
針
等
の
国
家
安
全
保
障
に
関
す
る
事
項
を
審
議

し
、
必
要
に
応
じ
意
見
を
述
べ
る
も
の
と
し
、
こ
の
う
ち
、
こ
の
法
律
案
に
よ
る
改
正
前
の
安
全
保
障
会
議
設
置
法
に
お
い

て
内
閣
総
理
大
臣
が
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
事
項
（
以
下
「
安
全
保
障
会
議
の
必
須
諮
問
事
項
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
こ
れ
ま
で
と
同
様
の
取
扱
い
と
す
る
も
の
と
し
、
武
力
攻
撃
事
態
等
そ
の
他
の
事
態

に
関
し
、
特
に
緊
急
に
対
処
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
迅
速
か
つ
適
切
な
対
処
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
措
置
に

つ
い
て
内
閣
総
理
大
臣
に
建
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

国
家
安
全
保
障
に
関
す
る
外
交
政
策
及
び
防
衛
政
策
の
基
本
方
針
等
に
つ
い
て
は
、
議
長
で
あ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
ほ
か

、
外
務
大
臣
、
防
衛
大
臣
及
び
内
閣
官
房
長
官
を
議
員
と
し
て
審
議
す
る
も
の
と
し
、
安
全
保
障
会
議
の
必
須
諮
問
事
項
に

つ
い
て
は
、
引
き
続
き
こ
れ
ま
で
と
同
様
の
議
員
に
よ
り
審
議
す
る
も
の
と
し
、
重
大
緊
急
事
態
へ
の
対
処
に
関
す
る
重
要
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事
項
に
関
し
て
は
、
議
長
、
内
閣
官
房
長
官
及
び
事
態
の
種
類
に
応
じ
て
あ
ら
か
じ
め
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
り
指
定
さ
れ
た

国
務
大
臣
に
よ
り
審
議
す
る
も
の
と
し
、
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
周
辺
事
態
に
関
し
、
事
態
の
分
析
及
び
評
価
に
つ
い
て
特

に
集
中
し
て
審
議
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
議
長
、
外
務
大
臣
、
防
衛
大
臣
、
内
閣
官
房
長
官
及
び
事
態
の

種
類
に
応
じ
て
あ
ら
か
じ
め
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
国
務
大
臣
に
よ
っ
て
事
案
に
つ
い
て
審
議
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
ら
の
審
議
に
際
し
て
は
、
議
長
の
判
断
で
他
の
国
務
大
臣
を
、
議
案
を
限
っ
て
、
臨

時
に
会
議
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
、
議
員
が
不
在
の
と
き
は
、
緊
急
の
場
合
そ
の
他
や
む
を

得
な
い
事
由
の
あ
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
副
大
臣
が
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

五

内
閣
官
房
長
官
及
び
関
係
行
政
機
関
の
長
は
、
会
議
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
会
議
に
対
し
、
資
料
又
は
情
報
で
あ
っ

て
、
会
議
の
審
議
に
資
す
る
も
の
を
、
適
時
に
提
供
す
る
も
の
と
し
、
会
議
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
官

房
長
官
及
び
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
資
料
又
は
情
報
の
提
供
及
び
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
す
る
よ
う
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

六

議
長
及
び
議
員
並
び
に
そ
れ
ら
の
経
験
者
の
ほ
か
、
副
大
臣
と
し
て
職
務
を
代
行
し
た
者
、
関
係
者
と
し
て
会
議
に
出
席
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し
た
者
並
び
に
事
態
対
処
専
門
委
員
会
の
委
員
長
及
び
そ
の
経
験
者
は
、
そ
の
職
務
に
関
し
て
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を

他
に
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

七

内
閣
官
房
副
長
官
及
び
国
家
安
全
保
障
に
関
す
る
重
要
政
策
を
担
当
す
る
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
は
、
会
議
に
出
席
し
、

議
長
の
許
可
を
受
け
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

八

会
議
に
幹
事
を
置
き
、
幹
事
は
内
閣
官
房
及
び
関
係
行
政
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
こ
と
と

し
、
幹
事
は
会
議
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
議
長
及
び
議
員
を
補
佐
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

九

会
議
の
事
務
は
、
国
家
安
全
保
障
局
に
お
い
て
処
理
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

内
閣
法
の
改
正

（
第
二
条
関
係
）

一

内
閣
官
房
に
国
家
安
全
保
障
局
を
置
く
も
の
と
し
、
国
家
安
全
保
障
局
は
、
内
閣
官
房
の
事
務
の
う
ち
国
家
安
全
保
障
に

関
す
る
外
交
政
策
及
び
防
衛
政
策
の
基
本
方
針
並
び
に
こ
れ
ら
の
政
策
に
関
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
も
の
、
会
議
の
事
務

、
会
議
に
提
供
さ
れ
た
資
料
又
は
情
報
等
を
総
合
し
て
整
理
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
と
し
、
国
家
安
全
保
障
局
に
国

家
安
全
保
障
局
長
等
を
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

内
閣
官
房
に
少
な
く
と
も
一
名
の
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
を
置
く
こ
と
と
し
、
内
閣
総
理
大
臣
は
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
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の
中
か
ら
、
国
家
安
全
保
障
に
関
す
る
重
要
政
策
を
担
当
す
る
者
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

国
家
公
務
員
法
の
改
正

（
第
三
条
関
係
）

国
家
公
務
員
法
に
定
め
る
特
別
職
の
職
に
「
国
家
安
全
保
障
局
長
」
を
加
え
る
こ
と
。

第
四

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
改
正

（
第
四
条
関
係
）

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
適
用
範
囲
に
「
国
家
安
全
保
障
局
長
」
を
加
え
、
国
家
安
全
保
障
局
長
の
俸
給

を
定
め
る
こ
と
。

第
五

附
則
関
係

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
か
ら
第
四
ま
で
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
法
律
の
公
布
の

日
か
ら
六
月
以
内
の
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

第
二
か
ら
第
四
ま
で
の
規
定
の
施
行
ま
で
の
間
は
、
必
要
な
経
過
措
置
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。


